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３ ウクライナ 

 

（１）商標法の動向等 

１）ウクライナでは、2000 年 12 月 29 日からマドリッド協定議定書が発効している。な

お、ウクライナはマドリッド協定にも加盟しており、マドリッド協定は、1991 年 12

月 25 日に発効している。 

 

２）現行のウクライナ商標に関する法規定は、1993年12月10日から施行されたウクライナ

商標法（以下「商標法」という。）およびウクライナ商標規則（以下「商標規則」と

いう。）であり、最新の改正は2008年4月10日に行われている。 

 

３）ウクライナ知的財産局57（Ukrpatent）について 

 ウクライナにおいて知的財産を所管する政府機関は、ウクライナ教育・科学省の

下部機関にあたる、ウクライナ知的財産局(The Ukrainian Institute of industrial 

Property)、別名 Ukrpatent である。ウクライナ知的財産局が運営するポータルサ

イト58では、商標法、商標規則、最新レポートなどの各種情報が入手できる。 

 

４）2012年のマドリッド協定議定書を利用した外国からの出願においては、アメリカが485

件で最多であり、その他トルコ290件、イギリス223件、日本164件と続く（ウクライ

ナ年次報告書201259）。 

 

 

（２）商標の定義 

１）標識又は標識の組合せは、標章の対象であり、商標として登録できる。当該標識には、

特に人名を含む語、文字、数字、図形的要素、色彩及び色彩の組合せ並びにこれらの

標識の組合せも含まれる（商標法第5条(2)）。 なお、標章は「ある人の商品及び役

務を他人の商品及び役務から識別する標識である」と定義されている（商標法第1条）。 

 

２）その他登録可能な商標  

（a）団体商標（Collective Trademarks） 

共通特性を有する商品又は役務の何れかを生産する団体に係る標章は、団体商標と

して登録できる（商標法第5条(5)、商標規則2.1.4）。団体商標として出願を行う際

には、「団体商標の使用が準拠する規約」を提出する必要がある。当該規約は、団

体の全構成員により署名され、かつ以下①乃至③の情報を含むものでなくてはなら

ない（商標法第5条(5)、商標規則2.1.31）： 

 ①出願人との契約により商標登録の出願を委任された者の完全名称及び宛先 

 ②団体商標を使用することを許可された者の完全名称及び宛先 

 ③団体商標使用の条件及び使用条件違反の場合の団体構成員の権利義務 

                                                   
57 http://www.uipv.org/en/ 
58 http://sips.gov.ua/en 
59 http://sips.gov.ua/i_upload/file/report-ENG-2012.pdf 

http://www.uipv.org/en/
http://sips.gov.ua/en
http://sips.gov.ua/i_upload/file/report-ENG-2012.pdf
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（b）「音響」、「立体」、「光」60、「色彩自体又は色彩の組み合わせ」も商標として登

録できる（商標規則1.4、商標規則2.1.24）。 

 

 

（３）方式要件 

日本を本国官庁とする基礎出願又は基礎登録について、ウクライナを領域指定した国際

登録出願を行う場合の、出願書類(MM2)の記入に関する留意点については、以下のとおり

である。 

 

出願書類(MM2)の記載 

(1) 出願人 

 複数出願人の場合に関する、特別な要件は課されておらず、二人目以降は連続用紙

（continuation sheet）に記載する。 

外国法人の完全名称は、その法的組織形態の表示と共に記載しなければならない。

外国法人が当該国内の一定の領土内法人の法律に基づいて設立されたときは、当該領

土内法人の名称もまた記載しなければならない（商標規則2.1.8）。 

 日本の法人の場合、「株式会社」の企業形態の表示は「Corporation」、「Company 

Limited」、「CO.LTD」、「LTD」、「Incorporated（Inc）」等が用いられている場

合にはそれらの表示が受け入れられている。また、日本語読みのローマ字表記

「KABUSHIKI KAISHA」も見受けられ、特に補正指示あるいは拒絶の通報の対象となっ

ていない。MM2「2 APPLICANT」欄(f)(ii)の欄は、記載必須項目でない。国際登録情

報（ROMARIN情報）を確認すると、株式会社の英訳として「Corporation」の記載は認

められている。 

 

(2) マーク 

ウクライナ語（キリル文字）以外の外国語からなる、又はそれを含む商標において、

日本語で構成される標章あるいは日本語を含む標章について、用いられた言語を理由に

拒絶の通報の対象になってはいない（商標規則2.1.22）。61 

 

(3) 標準文字制度 

ウクライナにおいて、商標法第5条には標準文字に関する規定はないが、MM2「7 THE 

MARK」欄(c)にチェックを記入した場合には、文字標章として扱われ、審査官は先行商

標調査を文字標章に絞って実施する62。一方、特定の文字態様の標章については、デザ

イン要素として扱われ、先行商標調査も類似する文字態様の標章について追加調査が実

                                                   
60 光を商標として登録出願するときは、光の記号／信号の性質、それらの配列、発光持続時間、及び他の

特徴を提示する必要がある（商標規則 2.1.24）。 
61 標章はウクライナ語（キリル文字）以外の言語であっても、それが理由で拒絶されることはないが、そ

の場合には翻訳と音訳が求められる（商標規則 2.1.22）。 
62 標準文字は認められ、標準的なフォントで出願された文字商標は、標準文字商標と認識される（願書に

も標準文字であることをチェックする欄がある）。 
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施される。63なお、MM2「7 THE MARK」欄(c)は記入必須項目でない。 

 

(4) 色彩に係る主張 

ウクライナの国内出願の対象には、「色彩のみ」及び「色彩の組合せ」も商標として

登録でき、出願に際しては使用例を添付することが望ましい（商標規則2.1.25）。なお、

日本の国内商標法において、色彩のみからなる商標は、現在認められていないため、日

本を本国官庁とする国際登録には、該当しない。 

色彩を含む標章において、MM2「8 COLOR(S) CLAIMED」欄は、任意であり、実務上、

表示がないことを理由として補正を要求されることや、拒絶の通報の理由とはならない

とされている。 

 

(5) 標章音訳 

ラテン文字以外の文字からなる商標についてはMM2「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS」

欄(a)に、標章の音訳を記載する必要がある（マドリッド共通規則第9規則(4)(a)(xii)）。 

なお、ウクライナの規定において、ウクライナ語以外の言語からなる商標については、

当該語の意味を説明し、ウクライナ語への翻訳及びウクライナ語アルファベット文字に

よるそれらの翻字を提示する必要があると規定されている（商標規則2.1.22）。 

 

(6) 標章の翻訳 

MM2に記載された翻訳を参照して審査を行うが、翻訳が記載されていなくても審査官

独自で翻訳を入手できる場合には拒絶は受けない。なお、実務上、MM2に記載された翻

訳に疑義がある場合には拒絶の通報を受ける場合があるとされている。 

 

(7) 商標が意味を持たない造語を含む場合 

実務上、商標が意味を持たない造語を含む場合、その部分が意味を有さない言葉とし

て扱われている。但し、発音から需要者が何らかの意味を想起することが明らかな場合

には、その意味を有する言葉として扱われる。そして、その意味が公序良俗に反する場

合には拒絶理由の対象となると考えられる。 

 

(8) 国内出願の場合、立体商標の写真を対象全体についてイメージすることができる撮影

角度から作成しなければならず、当該商標の明確かつ全体的な表示を示す全ての必要な

図の表示を提示しなければならないと規定されている（商標規則2.1.20）。 

国際登録出願については、MM2「7 THE MARK」欄（a）に基礎出願又は基礎登録に添付

されている図面と同一の図面を全て記載する。記載方法は当該欄の記載範囲（8cm平方）

に収まるよう全図面を同一縮尺して記載する。また、MM2「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS」

欄（d）の「Three dimensional mark」にチェックを付す。  

 

(9) 団体商標・証明商標 

国内出願の場合、出願時に、団体の商標に関する使用管理規則を提出しなければなら

                                                   
63 実務上での取扱いであり、現地代理人からの情報である。 
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ない。規則には、出願団体の名称、商標の使用権を有する企業の名称、登録の目的、当

該商標を使用する商品及び商品に共通する品質その他一般的特性等が記載されている

ことが求められる。国際登録の領域指定については、暫定的拒絶の通報の応答時に団体

の商標に関する使用管理規則を提出することが求められる（商標規則 2.1.31）。 

 

(10) 標章の記述(説明) 

実務上、標章の記述欄は情報的役割であり、記述が無くても拒絶の通報の対象にはな

らないとされている。 

 

(11) 標章の称呼 

実務上、標章の称呼の記述が無くても拒絶の通報の対象にはならないとされている。 

 

(12) ディスクレーム制度 

ディスクレーム制度あり（商標法第6条(2)、商標規則4.4.3）。商標の記述的部分が

商標の重要な部分ではない場合には、MM2「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS」欄（g）に

その旨を記載し、当該部分を権利保護から除外することができる。 

 

(13) 商品及び役務 

ニース分類の全ての表題（headings）を受け付ける64。 

 

(14) 使用の意思の宣言 

使用の意思の宣言書の提出を求めるマドリッド共通規則7規則(2)に基づく宣言はし

ていないので、不要である。 

 

(15) その他 

パリ条約に基づく優先権を主張する場合、国際登録の領域指定については、議定書第

4条2項に基づき、証明書類の提出が不要であり、MM2「6 PRIOIRITY CLAIMED」の記載で

よい。よって、優先権証明書の提出は不要である。 

日本を本国官庁とする国際登録については該当しないが、音響商標については、楽譜

として表現することが求められる。楽譜で表現することができない場合は、派形で示す

こともできる。また、ビデオテープ等の記録媒体に記録して提出することができるが、

記録媒体の欠如を理由としては拒絶にはならない（商標規則1.4、商標規則2.1.21）。 

                                                   
64 http://www.wipo.int/portal/en/index.html→IP Services→Madrid  －the International Trademark 

System→ Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under 

the Madrid System→Ukraina→Miscellaneous 

http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=misc 

http://www.wipo.int/portal/en/index.html
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=misc


 89

（４）審査 

① 実体審査の概略 

ウクライナの実体審査の概略フローを以下に示す。 
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ウクライナ知的財産局は、国際登録の領域指定の通知を受領した場合、ウクライナの国

内出願と同様の基準及び手順で審査を行う。 

国際事務局からの領域指定の通知日から18ヶ月以内に、ウクライナ知的財産局は当該国

際登録の領域指定について、絶対的拒絶理由（商標法第5条(1)、商標法第6条(1)、(2)）

及び相対的拒絶理由(商標法第6条(3)、(4))の有無を審査する65（マドリッド協定議定書第

5条）。 

 

審査の結果、指定商品及び役務の全部又は一部について、拒絶理由有りと認定された場

合には、ウクライナ知的財産局より、暫定的拒絶（全部又は一部）の通報が国際事務局を

介して国際登録の名義人に発せられる（マドリッド共通規則17規則(4)）。なお、一部拒

絶に対し応答しなかった場合には、拒絶理由のない商品／役務について保護が認められる。 

当該暫定的拒絶の通報に示された拒絶理由に対して不服がある場合、国際登録の名義人

はウクライナ知的財産局の暫定的拒絶の通報の発行日から3ヶ月以内にウクライナ知的財

産局に対して応答することができる66。当該3ヶ月の期間は国際登録の名義人の請求により

所定の手数料を納付することで、当該3カ月経過後6ヶ月間延長ができる（商標規則10.6）
67。 

なお、在外者の場合、当該応答は、資格を有する現地代理人を通じて行なわなければな

らない（商標法第4条(2)）。 

暫定的拒絶の通報に対する応答によっても拒絶理由が解消しない場合、ウクライナ知的

財産局は、当該国際登録に対して拒絶決定を現地代理人に通知する（商標規則4.5.6）。 

拒絶決定の通知を受けた国際登録の名義人は、当該決定に不服がある場合、拒絶決定の

通知の発行日から2ヶ月以内に裁判所又は審判委員会に対して不服申立てを請求すること

ができる（商標法第15条(1)）。 

当該不服申立ての請求についても、在外者の場合、資格を有する現地代理人を通じて行

なわなければならない（商標法第4条(2)）。 

不服申立てにおいても決着がつかない場合、最後の対応策として、当該決定を受領し

た日から 2ヶ月以内に司法機関（裁判所）へ上訴することができる（商標法第 15条(9)）。 

拒絶決定後、不服申立が不成立又は不服申立期間が経過すると、ウクライナ知的財産局

は国際事務局に対して拒絶確定声明を送付する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(3)）。 

審査の結果、保護が認められると判断した場合、ウクライナ知的財産局は国際事務局に

対し、職権審査完了通知（異議申立対象）を送付する（マドリッド共通規則 18規則の 2）。

その後、異議申立期間が終了すると、ウクライナ知的財産局は保護（全部又は一部）の認

容声明を国際事務局に通知し、国際事務局は当該通知を国際登録の名義人に通知する（マ

ドリッド共通規則 18 規則の 3(1)(2),(5)）。 

 

ウクライナ知的財産局の職権審査完了通知（マドリッド共通規則18条の2）の通知日か

                                                   
65 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
66 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated 
67 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated 

http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated
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ら3カ月以内に、第三者はウクライナ知的財産局に対して異議申立が可能である68（商標法

第10条(8)）。異議申立がなされると、領域指定の通知日より18ヶ月経過後であっても暫

定的拒絶の通報が送付される可能性がある。なお、保護認容声明後の商標登録に対しては

無効審判制度が適用できる(マドリッド協定議定書第5条(6)、商標法第19条)。 

 

② 審査内容 

国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、ウクライナ知的財産局は、絶対的拒絶

理由及び相対的拒絶理由の有無について実体審査をする（商標法第10条、商標法第5条(1)、

商標法第6条）。 

商標権として保護を付与される商標とは、提供される商品又は役務を他の者の商品又は

役務と区別しうる識別力を有し、かつ、優先権を有する他人の商標と同一若しくは類似で

ない標識でなければならない（商標法第 6条(2)）。 

 

③ 暫定的拒絶通報の期間 

暫定的拒絶の通報の期間を国際登録の領域指定通報の日から18ヶ月とする宣言をし

ている（マドリッド協定議定書第5条(2)(b)）。 

なお、当該暫定的拒絶の通報は最終拒絶の通報ではなく、国際登録の名義人は、ウク

ライナ知的財産局の当該通報の発行日から 3ヶ月間の応答期間内であれば、当該通報へ

の応答をすることができる。 

また、職権審査終了通知（共通規則 18規則の 2）に対する異議申立がなされた場合に

は、国際登録の領域指定通報の日から 18 ヶ月が経過した後であっても、ウクライナ知

的財産局より当該異議に基づく暫定拒絶の通報が発せられうる。（マドリッド協定議定

書第 5条(2)(c)）。 

 

④ 絶対的拒絶理由の内容 

 絶対的拒絶理由として以下の標識は、商標として保護されない旨規定されている（商

標法第5条(1)、商標法第6条(1)、(2)）。 

 

(1) 公の秩序、人道的及び道徳的原則に違反し、商標法により確立された法的保護の拒

絶理由に該当する標章（商標法第5条(1)） 

 

(2) 公的機関を表わす以下の標章（商標法第6条(1)） 

1) 国の紋章、国旗、その他の国章及びその他の国の標章、公式国名、国際政府間機

関の標章及び略称又は完全名称、管理及び保証を示す公的標識及び品質証明印、検

証印、印章、勲章その他の名誉標識 

2) ただし、上記の標識は、関係授権機関又はその標識の所有者の承諾が得られてい

る場合は、保護対象外要素として標章に含めることができる。国名に関して授権機

関とは、ウクライナ知的財産局が設置する合議体である。 

 

                                                   
68 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated 

http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated
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(3) 以下のものに該当する標識（商標法第6条(2)） 

1) 識別性を欠いており、かつそれを使用した結果としても識別性を獲得していない

もの 

2) 一定の種類の商品及び役務の標識として一般に使用されている標識のみをもって

構成されているもの 

3) 国際登録において規定されている商品及び役務に関して、又は当該商品及び役務

に用いる際の説明である文字又は情報、特に、商品及び役務に係る種類、品質、構

成、数量、属性、用途、価格、商品の製造若しくは販売又はサービスの提供に係る

場所及び時を示す文字又は情報のみにより構成されているもの 

4) 商品、役務又は商品の生産者若しくはサービスの提供者に関し、誤認又は混同を

生じさせる虞のあるもの 

5) 一般に使用されている記号及び用語を構成する標識のみをもって構成されている

もの 

6) 商品の自然な状態から若しくは特定の技術的成果を得るための必要性から生じる

形状又は商品に有意な価値を与える形状のみを表示しているもの 

 

⑤ 相対的拒絶理由の内容 

相対的拒絶理由として以下の標識は、商標として保護されない旨規定されている(商

標法第6条(3)、(4))。 

 

(1) 以下の標識と同一の標識、又は以下のものと誤認混同を生ずる虞のある程に類似し

ている標識（商標法第6条(3)） 

1) 同一又は類似の商品及び役務について、他人名義で、ウクライナにおいて先に登

録又は登録出願されている標章 

2) 他人の標章であって、ウクライナが当事国である国際協定に従い、登録すること

なく保護されているもの、特に、工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の2によ

り周知標章として認められている標章 

3) ウクライナにおいて知られており、他人に属している商号であって、同一又は類

似の商品及び役務に関するウクライナ知的財産局への出願の出願日（国際登録日又

は事後指定日）前に、当該他人が当該商号についての権利を取得しているもの 

4) 商品(アルコール及びアルコール飲料を含む)の原産地の認定されている表示であ

って、ウクライナの「商品の原産地表示の権利の保護」法に従って保護を受けてい

るもの。当該標識は、前記の表示を使用する権利を有する者の標章に係る保護対象

外要素としてのみ使用することができる。 

 

(2) 以下のものを複製している標識（商標法第6条(4)） 

1) 意匠であって69、その権利がウクライナにおいて他人に属しているもの 

2) ウクライナにおいて知られている科学、文芸及び芸術に係る著作物の名称又は前

記の著作物からの引用及び登場人物、並びに芸術作品及びその一部であって、著作

                                                   
69 商品ラベルや包装が意匠登録されている場合。 
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権所有者又はその法定承継人の承諾を得ていないもの 

3) ウクライナにおいて知られている人の姓、名 

 

（５）暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 

① 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明(使用言語)、全部拒絶／一部拒絶の取扱い 

1）暫定的拒絶の通報に使用されている言語は英語又は仏語。 

 

2）暫定的拒絶の通報には、全部拒絶と一部拒絶がある。一部拒絶（指定商品及び指定

役務の一部が拒絶対象）の場合は、拒絶の対象にない指定商品及び指定役務の区分

は暫定的拒絶の通報に応答しない場合でも保護される。 

 

3）暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。 
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マドリッド協定及び議定書に基づく 
暫定的拒絶通報 

II. 国際登録番号 

I.  通報を行う機関： 
  名称(ウクライナ知的財産局) 
  住所 

III. 名義人の名称 
  名称 
  住所 

IV. 職権による審査に基づく暫定拒絶 
  異議に基づく暫定拒絶 
  職権による審査及び異議に基づく

 
V. 全部拒絶 
  部分拒絶(該当商品及び/又は役務

を表示) 
VI. 拒絶の理由 

VII. 先願商標に関する情報 
  該当の場合、先願の概

要が表示される。 
VIII. 対応する法令の本質的規定(XII 参照) 
   拒絶の根拠となる規定が表示される。 

IX. 以降の手続に関する情報 
(i)i 応答期限 

暫定拒絶通報の発行日か
ら 3 ヶ月間。 
最大 6 ヶ月まで延長可。 

(ii) 代理人の任命に関する 
 示唆 

http://sips.gov.ua/en/atto
rneys_register_2.html 
からウクライナの代理人
を検索できる。 

X. 暫定拒絶の発行日 

XI. 通報を行う機関の署名又は公印 

http://sips.gov.ua/en/attorneys_register_2.html
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XII. 対応する法令の本質的規定 
  拒絶の根拠となる規定等が抜粋される。 
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XII. 先願商標の詳細 
  各種の番号、日付、標章、区分等、先願に

関する情報が表示される。 
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② 暫定的拒絶通報への応答期間 

１）本報告書「（４）審査 ①実体審査の概略」の欄で述べたとおり、ウクライナ知的財

産局から暫定的拒絶の通報を受けた国際登録の名義人は、ウクライナ知的財産局が当

該通報を発行した日から3ヶ月の応答期間が与えられる70。なお、当該3カ月の応答期

間満了前に延長の申請をし、所定の手数料を納付することで、当該3カ月経過後6カ月

を限度として、応答期間を延長することができる（商標法第10条(6)）。 

 

２）ウクライナ知的財産局は、国際登録の名義人が応答期間内に応答しない場合、あるい

は応答内容が拒絶理由を覆すものでないと判断した場合、拒絶決定をし、国際登録の

名義人に拒絶決定を通知する（商標法第 10条(3)）。 

 

３）国際登録の名義人は、拒絶決定受領後、2ヶ月以内に、審判委員会に対して不服申立

てを請求することができる（商標法第 15 条(1)）。 

 

４）国際登録の名義人が請求期間内に不服申立てを請求しない場合、あるいは不服申立て

が不成立となった場合、ウクライナ知的財産局は保護拒絶の確定をし、保護拒絶の確

定を国際事務局に通知する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(3)）。一部拒絶の暫定

的拒絶の通報を受けていた場合には、拒絶を受けていない指定商品及び指定役務の区

分について、「保護が与えられる商品及び役務を表示した声明」を国際事務局に通知

する（マドリッド共通規則 18の 3(2)(ii)）。 

 

③ 現地代理人の必要性の有無 

１）国際登録の領域指定の場合、暫定的拒絶の通報を受領し、これに応答する場合には資

格を有する現地代理人を通じて行う必要がある（商標法第4条(2)）。また、上記拒絶

決定の通知後の不服申立ての請求の場合も同様に現地代理人を通じて行う必要があ

る。 

現地代理人とは、ウクライナ知的財産局に登録された商標代理人である。登録され

た商標代理人は、ウクライナ知的財産局のホームページにて確認することができる71。 

 

２）商標代理人の権限は、国際登録の名義人、商標権者、若しくはその他の関係者が発行

する委任状により確認される（商標規則 3.1.4）。 

 

④ 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 

 国際登録の名義人本人が直接ウクライナ知的財産局に対して応答することはできな

い（上記③参照）。名義人が直接国際事務局を通じて手続する場合は、後記⑤ (3)参照。

なお、名義人が直接国際事務局にMM6等による補正の手続を行ったとしても、ウクライ

                                                   
70 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated 
71 

http://sips.gov.ua/en/attorneys_register.html?filter%5Bletter%5D=&order=nomer_asc&filter%5Bcit

y_id%5D=&filter%5Bfio%5D=&filter%5Bnomer%5D=&filter%5Bspec_id%5D=6&sub_filter=Apply+filters&li

mit=10 

http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=designated
http://sips.gov.ua/en/attorneys_register.html?filter%5Bletter%5D=&order=nomer_asc&filter%5Bcity_id%5D=&filter%5Bfio%5D=&filter%5Bnomer%5D=&filter%5Bspec_id%5D=6&sub_filter=Apply+filters&limit=10
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ナ知的財産局に当該事実を連絡することが望ましい。 

 

⑤ 暫定的拒絶通報に対しウクライナ知的財産局に直接応答しない場合又は直接応答後も

拒絶理由が解消しない場合の概略 

１）暫定的拒絶通報に応答しない場合 

 本報告書「（５）②暫定的拒絶通報への応答期間」の欄で述べたとおり、ウクライ

ナ知的財産局から暫定的拒絶の通報を受けた国際登録の名義人は、ウクライナ知的財

産局が当該通報を発行した日から3ヶ月の応答期間が与えられる。なお、当該3カ月の

応答期間満了前に延長の申請をし、所定の手数料を納付することで、当該3カ月経過

後6カ月を限度として、応答期間を延長することができる（商標法第10条(6)）。当該

応答期間内に応答しない場合、拒絶決定をし、国際登録の名義人に拒絶決定を通知す

る（商標法第10条(3)）。国際登録の名義人は、拒絶決定受領後、2ヶ月以内に、審判

委員会に対して不服申立てを請求することができる（商標法第15条(1)）。 

拒絶決定後、不服申立期間が経過すると、ウクライナ知的財産局は国際事務局に対

して拒絶確定声明を送付する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(3)）。なお、一部拒

絶に対し応答しなかった場合には、拒絶理由のない商品／役務について保護が認めら

れる。 

 

２）直接応答後も拒絶理由が解消しない場合 

 応答内容が拒絶理由を覆すものでないと判断した場合、拒絶決定をし、国際登録の

名義人に拒絶決定を通知する（商標法第 10条(3)）。国際登録の名義人は、上記「(1)

暫定的拒絶通報に応答しない場合」と同様に、拒絶決定受領後、2 ヶ月以内に、審判

委員会に対して不服申立てを請求することができる（商標法第 15 条(1)）。 

 

３）暫定的拒絶通報に直接応答することに代えて、国際事務局に商品又は役務の限定を

申請した場合 

 国際登録の名義人は、ウクライナ知的財産局に直接、暫定的拒絶の通報に対する応

答をする代わりとして、指定商品及び役務の一部減縮（MM6）又は放棄（MM7）は、国際

事務局に対して手続を行うことができる（マドリッド共通規則25(1)(a)）。したがって、

国際登録の領域指定に係る指定商品・役務の減縮（MM6）により、暫定的拒絶の通報に

記載された拒絶理由が解消していれば、登録は認められると考えられる。  

ただし、当該変更が国際事務局から通知されるのが暫定的拒絶の通報の応答期間経過

後になると国際登録の領域指定の保護の拒絶が確定する可能性があるため、当該変更を

申請した旨を通知しておくことが望ましい。 

 

 なお、国際事務局に対する手続の様式は以下のとおりである。 

 

1）商品及び役務の一覧表の減縮の記録請求書 ＝様式ＭＭ6 

2）放棄の記録の請求書 ＝様式ＭＭ7 
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なお、保護拒絶の確定に対する不服申立ての請求において、不成立となった場合には、

裁判所への上訴が手段として残されている（商標法第 15 条(9)）。 

 

 

（６）拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 

国際登録の領域指定について、保護が認められると判断した場合、ウクライナ知的財

産局は国際事務局に職権審査完了通知（異議申立対象）（マドリッド共通規則18規則の

2）を送付する。 

ウクライナ知的財産局が職権審査完了通知を通知した日から３ヶ月間、第三者はウク

ライナ知的財産局に異議申立をすることができる。異議申立期間の経過後、ウクライナ

知的財産局より保護認容声明が国際事務局経由で国際登録の名義人に送付される（マド

リッド共通規則18規則の3(1)､(2)､(5)）。また、一部拒絶の場合には、応答することな

く拒絶理由のない商品役務について保護が認められ、上記と同様に保護（一部）認容声

明が送付される。 

なお、国際登録についてはウクライナ知的財産局において公告されない。国際事務局

で行われた公告がウクライナ知的財産局における公告に該当する（商標規則4.7.4)。 

 

 

（７）登録 

① 登録簿 

ウクライナ国内出願については、登録すべき旨が決定された後、出願人により登録手

数料が納付されると、国内登録簿に登録され、登録の日から3ヶ月以内にウクライナ知

的財産局から商標登録証が発行される（商標法第12条）。 

一方、国際登録の領域指定については、ウクライナ知的財産局が保護認容声明を国際

事務局に送付し、当該通知が国際登録簿に記録されるが、ウクライナ知的財産局では、

明文の規定がないため、国内登録簿に記録される制度を設けていないと考えられる。 

 

② 登録証書の発行 

 明文の規定がないため、国際登録の領域指定については登録証書は発行されないと考

えられる。 

 

 

（８）登録後の注意事項 

１) 標章が、登録証交付に関する情報の公告日72、又は当該公告後、標章が最後に使用

された日から継続して 3年以上、ウクライナにおいて全く使用されていないか、又は

商品及び役務の一部に関して使用されていない場合は、何人も裁判所に対し、ウクラ

イナ知的財産局により保護が認められた国際登録の効力の全部又は一部に関する期

限前消滅の宣言を求める訴えを提起する権利を有する（商標法第 18条(4)）。 

                                                   
72 国際登録に関する読み替え規定は存在しないが、実務上保護認容声明の公告日から計算されているとの、

現地代理人からの情報がある。 
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２) この場合、商標権者が不使用についての正当な理由を示さない限り、登録証の効力

の全部又は一部を消滅する。特に次のことは、前記の正当な理由に含まれる。 

(a) 商標権者の意思に拘りなく、標章の使用が阻止される状況であったこと。これ

には、商品輸入の制限、又は商品及び役務に関して法令の定める他の要件等が

含まれる。 

(b) 裁判所に上訴した者又はその他の者が登録証の効力を消滅させるために行った

請求に関連する商品及び役務の標章を使用する場合に、商品の製造者又は役務

の提供者に関して誤認を生じさせる虞があったこと 

 

３) 商標法第 18 条(4)の適用上、他人による標章の使用も、商標権者が当該他人による

標章の使用を管理している場合は、商標権者による標章の使用であるものとみなされ

る。 

 

４) その他の取消事由として、次の事情において、裁判所により登録証の全部又は一部

を無効とされる（商標法第 19 条）。登録証が、その全部又は一部について無効と判

定された場合は、ウクライナ知的財産局によりその旨をその公報に公告される。また、

無効と判定された登録証又は登録証の一部は、出願日から効力を有していないとみな

される。国際登録の場合、国際登録日から効力を有していないとみなされる。 

(a) 登録標章が法的保護を付与するための要件を満たしていない場合 

(b) 登録証が、提出された出願における標章の複製並びに商品及び役務の一覧に表

示されていなかった要素を含んでいる場合  

(c) 登録証が、他人の権利を侵害する登録出願がされた結果、交付された場合 

 

 

（９）異議 

国際登録の領域指定に対しても異議申立制度が規定されており、第三者はウクライナ知

的財産局に対して、ウクライナ知的財産局の職権審査完了通知（マドリッド共通規則18

条の2(1)）の通知日より3カ月以内に異議申立が可能である（商標法第10条(8) ）。異議

申立がなされると、領域指定の通知日より18ヶ月経過後であっても暫定的拒絶の通報が送

付される可能性がある。また、当該18ヶ月が経過した後にも異議申立が行われる可能性が

ある。 

 

 

（１０）上訴 

拒絶決定に対する不服申立ての請求において、当該不服申立てが不成立の結果となった

場合、不成立に対して当該決定を受領してから2ヶ月以内に司法機関（裁判所）へ上訴す

ることができる（商標法第15条(9)）。当該上訴は、資格を有する現地代理人を通じて手

続する必要がある。 
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（１１）権利行使 

① 権利の発生時期、条件 

国際登録の領域指定に対して法的保護が付与された場合には、国際登録日又は事後指定

日から商標権が生じる（マドリッド協定議定書第4条(1)(a)、商標法第16条(1)）。 

商標権を侵害する行為とは、商標法第16条に定める商標権者の商標権に対する違反行為

を指し、現行のウクライナの法令に従って賠償責任を伴うものとされている。違反行為に

は、商標権者との合意を必要とするにも拘らず、その承諾を得ないで行われた行為及び当

該行為のための準備を含む。 

具体的には以下の行為をいう（商標法第16条）。 

1) 標章の登録対象となっている商品、当該商品の包装、当該商品に関連する看板、

当該商品に付けるラベル、タブ、タグその他の物にその標章を利用すること 

2) 販売の申出のために、標章を利用した商品を保管すること 

3) 標章を利用した商品の販売の申出、販売、輸入及び輸出をすること 

4) 標章の登録対象となっているサービスの申出又は提供を行うときに、その標章を

使用すること 

5) 営業用書類又は広告及びインターネット・ネットワークにおいて、標章を使用す

ること 

6) 国際登録簿に記載されている商品及び役務に関して登録標章を使用すること（民

法494.3） 

7) 国際登録簿に記載されている商品及び役務に関連する商品及び役務に関して登録

標章を使用すること。ただし、当該使用が商品の製造者又はサービスの提供者に関

する誤認をもたらす虞があることを条件とする（民法494.3）。 

8) 登録標章に類似する標識を国際登録簿に記載されている商品及び役務に関して使

用すること。ただし、当該使用により、その標識と登録標章との混同をもたらす虞

があることを条件とする。 

9) 登録標章に類似する標識を国際登録簿に記載されている商品及び役務に類似する

ものに関して使用すること。ただし、当該使用により、商品の製造者若しくはサー

ビスの提供者に関する誤認又はその標識と登録標章との混同をもたらす虞があるこ

とを条件とする。 

 

② 侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償） 

商標権者から請求があったときは、侵害は停止されるものとし、侵害者は商標権者に

実際の損害を補償する旨規定されている（商標法第20条(2)）。加えて、商標権者は不法

に使用された標章若しくは登録標章に著しく類似しており、登録標章との間で混同を生

じさせる虞がある標識を商品若しくは商品包装から除去すること、又は登録標章若しく

は登録標章と混同を生じさせる程に類似する標識の、製造された複製を破棄するよう請

求することができる（商標法第20条(2)）。 

ライセンスの付与を受けた者もまた、商標権者の侵害された権利の回復を商標権者の

承諾を得て要求する権原を有すると規定されている（商標法第20条(2)）。 

商標権の侵害行為に対する法的措置は、以下の1）民事措置、2）行政措置があり、ま

た、模倣品の3）国境措置については、税関法で対応することができ、商標権を行使す
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る国境措置が規定されている。以下各措置の概要について説明する。 

 

1）民事措置（商標法第20条） 

商標権者は、自己の所有する商標権の侵害行為を発見した場合、侵害の証拠を収集

し、侵害の事実があった日から3ヶ月以内に裁判所に提訴する。法人同士の訴訟の場

合には、商事裁判所（Commercial court）に提訴し、法人と個人又はウクライナ知的

財産局が関係する訴訟の場合には、地方行政裁判所（Local Administrative court）

に提訴する。 

 

【救済措置】 

（a）侵害行為の差止。 

（b）商標権者の、逸失利益を含む損害賠償。 

（c）侵害品及び当該侵害品のための原材料、製造設備の廃棄、撤去。 

（d）侵害に係る書類、広告、看板、カタログ等からの侵害物の削除。 

 

【訴訟の流れ】（刑事措置、行政措置で実施される訴訟の流れも同様である）  

（a）公判前手続 

任意手続であるが、訴訟で争う争点が明確となるため、行う方が望ましいとさ

れている。この間に、商標権侵害者への適法な請求（警告など）が成される。

当事者間の和解が成立しない場合に、訴えが請求され実体審理が始まる。また、

この間に和解が成立する場合もある。 

（b）実体審理 

公判前手続による予備審理で決着が付かない場合、実体審理に移行する。実体

審理の結果を受けて裁判所は判決を下す（第一審判決）。 

（c）控訴 

第一審判決での決着ができず、控訴する場合は、控訴裁判所（第二審）への提

訴となる。 

（d）上告 

控訴裁判所でも決着がつかない場合には、最高経済裁判所への上告となる。当

該裁判所では、第一審、第二審の判決の合法性、法律が正しく適用され、手続

規則が遵守されたかについても審理する。当該審理の結果、第一審又は第二審

の判決を有効とするか、双方判決を覆し、独自の判決を下す。73 

 

2）刑事措置（刑法229条） 

ウクライナ刑法第229条では、商標侵害に対して刑事罰を科すことが規定されている。 

 

 

【刑事罰】 

（a）1度目の侵害では573,500グリブナ（約71,687米国ドル）から1,147,000グリブ
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ナ（約143,375米国ドル）の罰金に加え、侵害製品の製造に用いられるものやツ

ール、侵害製品の没収や廃棄が命じられる。 

（b）2度目の侵害、過去の集団グループの癒着や談合を伴う侵害、又は大きな損失

を伴う侵害では、1,720,500グリブナ（約215,062米国ドル）から5,735,000グリ

ブナ（約716,875米国ドル）の罰金に加え、侵害製品の製造に用いられるものや

ツール、侵害製品の没収や廃棄が命じられる。 

（c）国家公務員の職権濫用による侵害、組織的な集団によってなされた侵害、又は

巨額の損失を伴う侵害では、5,735,000グリブナ（約716,875米国ドル）から

8,602,500グリブナ（約1,075,312米国ドル）の罰金に加え、侵害製品の製造に

用いられるものやツール、侵害製品の没収や廃棄が命じられる。さらに、3年間

の事業活動停止、地位の制限が命じられる。74 

 

3）国境措置（関税法第14章） 

商標権に係る模倣品の水際措置は、ウクライナ税関が対応し、ウクライナ関税法に基

づき運営される。 

 

【国境措置の手続】 

商標権者は国境措置における保護を受けるために、知的財産権対象物（商標権の

対象製品）を税務局に設置された登録機関で税関登録（保護を求める宣誓を提出）

することが可能である。したがって、商標権者は登録を受けた後、税務局によって

商標権侵害製品のウクライナへの輸入を阻止することができる。商標権者は、税務

局に対して税関登録する際、ウクライナでの国際登録の妥当性について、ウクライ

ナ知的財産局からの登録の通知、当該商標が識別性を有する旨の説明、及び委任状

を提出する必要がある。税関登録は６又は１２ヶ月ごとに更新することが可能であ

る。 

税関での具体的な手続の流れについて、商標権侵害と認定された製品は10日間、

通関手続を止めさせられる。これはさらに10日間の延長申請が可能である。ただし、

壊れやすいもの、傷みやすいものについては3日間の通関手続での差押えに留まり、

延長もできない。通関手続きで差押えが実行されると、商標権者にその事実が通知

される。さらに、当該侵害製品の所有者にもその事実が通知される。商標権者は当

該通知を受領した後、その受領日から10日以内に裁判所に訴訟の申立てをすること

ができる。この期間はさらに10日間の延長が可能である。したがって、商標権者は

当該通知から最大で20日間、訴訟の準備をすることができる。 

 

 

（１２）議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 

① セントラルアタック等により国内出願に変更した際の取扱い 

 国際登録が、本国官庁からの請求により指定商品及び役務の全部又は一部が取り消さ

れた場合は、国際登録の名義人は、当該国際登録について取消が記録された商品又は役

                                                   
74 2013 年 12 月時点での費用（1アメリカドル(USD)＝約 8ウクライナグリブナ(UAH）)。 
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務の全部又は一部について、ウクライナの国内出願に変更（以下「転換出願」という。）

することができる75。 

なお、この転換出願申請に必要な要件は、以下のとおりである（マドリット協定議定

書第9条の5）。 

1）出願申請が、国際登録が取り消された日から3ヶ月以内に提出される。 

 

2）出願申請が、国内登録申請の手続要件を満たし、ウクライナの国内出願と同一の手

数料が納付されている。 

 

3）転換出願の時点で実体審査が終了していない場合には、ウクライナ知的財産局は、

絶対的及び相対的拒絶理由についての実体審査を行う。転換出願の費用は通常の国

内出願に必要な諸費用に加え、一区分ごとに1,000グリブナの費用が必要となる76。 

 

② 代替 

 ウクライナで登録された商標と同一の商標が国際登録の対象であり、かつ、その商標

権者が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録により

生ずるすべての権利を害することなく、当該国内登録に代替することができる。代替の

請求を受領する条件は以下の通りである。 

 

1）マドリッド協定議定書第4条の2(1) 

(i) 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該

締約国に及んでいること  

(ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及び役務が当該締約国

に係る国際登録においても指定されていること。  

(iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること  

 

2）代替の請求を受領した後のウクライナ知的財産局が実施する審査項目77 

（a）国際登録による標章の保護の効果が締約国に及んでいること。 

（b）国際商標登録と国内商標登録の商標権者が同一。 

（c）国内登録の指定商品及び役務の全てが国際登録の指定商品及び役務のリストに含

まれる。 

 

3）国内登録の指定商品及び役務の全てが国際登録に含まれない場合、重複している指

定商品及び役務の部分的な代替は認められていない78。 

 

                                                   
75 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=misc 
76 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=misc 
77 QUESTIONNAIRE ON REPLACEMENT: III. OFIICE PRACTICE OR ASUUMED OFFICE PRACTICE 1. 

(http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/replies-2/reply_ua.pdf

) 
78 QUESTIONNAIRE ON REPLACEMENT: III. OFIICE PRACTICE OR ASUUMED OFFICE PRACTICE 2.  

http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=misc
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ua.html?part=misc
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/replies-2/reply_ua.pdf
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③ ライセンスについての取扱い 

 マドリッド共通規則20規則の2(6)の宣言をしていないため、国際登録におけるMM13

（ライセンスの記録の申請）、MM14（ライセンスの記録の修正の請求書）、MM15（ライセ

ンス記録の取消の請求書）様式による国際登録簿へのライセンスの登録は、ウクライナ

国内において効力を有するものと考えられる。 

 

 

（１３）議定書に関する宣言 

① 個別手数料を賦課するマドリッド協定議定書 8条(7)(a)の宣言 

 

② 暫定的拒絶の通報の送付期間を、国際事務局から国際登録の領域指定の通知を受領し

た日から 18 ヶ月に延長するマドリッド協定議定書 5条(2)(b)の宣言 

 

③ 18 ヶ月の期間経過後に異議に基づく暫定的拒絶の通報が行われる可能性があること

を通報できるマドリッド協定議定書 5条(2)(c)の宣言 

 

 

（１４）ウクライナに特徴的な制度 

1）「音響」、「光」、「色彩」についても保護対象とされている（商標規則 1.4、商標

規則 2.1.21.）。 

 

2）コンセント制度を採用している（商標規則 4.5.2.）。相対的拒絶理由がある場合、ウ

クライナ知的財産局は、国際登録の領域指定の登録について、先の登録商標の名義人

又は先の登録出願の出願人による同意書を提出すべきことを暫定的拒絶の通報で提

案できる。本制度により、国際登録の名義人は他人の商標登録等に係る商標と同一又

は類似の商標であっても、登録を受けられる場合がある。 
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（１５）ウクライナ知的財産局ウェブサイト等から入手可能な情報 

 

① ウクライナ登録商標検索システム 

参照アドレス：http://www.uipv.org/en/ 

 

検索手順 

 ここでは、ウクライナの登録商標及びウクライナを領域指定した国際登録を検索す

る手順について、その一例を記載する。なお、ウクライナの国内出願のうち未登録の

ものは、検索対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

手順 1：ウクライナ知的財産局の公式ホームページ

にアクセスし、トップページ左側に記載の項目

「 Database, Information and Reference 

Systems」(赤枠内)を選択する。 

手順 2：使用可能なデータベースの一覧が表示されたら、「DB "Electronic 

Version of the Cumulative Official Bulletin "Promyslova Vlasnist" (Industrial 

Property)"」(赤枠内)を選択する。 

手順 3：ページ上部に表示される検索窓で、所望のデータベースを選択する。 

 商標関連のデータベースは 3種類あり、それぞれ以下の情報を含んでいる： 

・ウクライナの登録商標に関する情報(手順 4-1、5-1 参照) 

・ウクライナを領域指定した国際登録商標に関する情報(手順 4-2、5-2 参照) 

・ウクライナにおける著名商標に関する情報 

http://www.uipv.org/en/
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手順 4-1： ウクライナの登録商標に関するデータベースを使用する場合 

 所望の項目に番号、日付又は語句等を入力し、「Search」をクリックすると、ウクライ

ナ登録商標の検索を行なうことができる。 

 検索項目は以下の通りである。各項目には番号が付されており、当該番号は検索結果

の表示画面において、表示項目に対応している： 

・(450) 公報番号(Bulletin number) 

・(450) 公開日(Date of publication) 

・(111) 登録番号(Certificate Number) 

・(141) 権利失効日(Date of termination of the certificate) 

・(151) 登録日(Date of registration of the mark) 

・(181) 権利満了日(Expected expiration date of the mark) 

・(210) 出願番号(Application Number) 

・(220) 出願日(Application filing date) 

・(230) 優先日(Exhibition priority date) 

・(310) 優先出願番号 

(Number of priority application under the Paris Convention) 

・(320) 国コード(Exhibition country code) 

・(511) ニース国際分類(Niece Classification) 

・(531) ウィーン図形分類(Vienna Classification) 

・(539) キーワード(Key words) 

・(591) 主張されている色彩(Colors claimed) 

・(732) 所有者(Holder) 

・(740) 代理人(Representative) 
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手順 4-2：ウクライナを領域指定した国際登録商標に関するデータベースを用いる場合 

 下図のような検索用ページが表示される。所望の項目に番号、日付又は語句等を入

力し、「Search」をクリックすると、ウクライナ登録商標の検索を行なうことができ

る。 

 検索項目は以下の通りである（上から順に記載）： 

・公報番号(Bulletin number)  

・(111) 国際登録番号(International Registration Number) 

・(151) 国際登録日(International Registration Date) 

・(450) 国際公開日 

(Date of publication of the data concerning the international registration in 

the WIPO) 

・(450) WIPO 公報の発行番号(WIPO Gazette issue number) 

・(511) ニース国際分類(Nice classification) 

・(580) 国際登録簿に記録された日 
(Date of recording in the International Registry) 
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手順 5-1：ウクライナの登録商標に関するデータベースを用いた場合 
 下図のように検索結果が表示される(ここでは「Key word」に「apple」と入力して

検索を行なった)。 

 案件の表示番号、名称、又は「details」(赤枠内)をクリックすると、案件の個別ペー

ジを開くことができる。 
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※表示された案件の一時保存について 
下図のように、「to basket」にチェックを入れると、当該案件を「Basket」(画面左)
に一時的に保存することができる。 

※権利有効/失効の表示について 

権利が有効である場合：緑色の丸と「effective certificate」の文字が付される。 

権利が失効している場合、赤い丸と「invalid certificate」の文字が付される。 

※案件の個別ページの例。 
書誌情報及び標章の複製等を確認することができる。各

表示項目は同一番号の検索項目に対応。 
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手順 5-2：ウクライナを領域指定した国際登録商標に関するデータベースを用いた場

合 
 下図のように検索結果が表示される(ここでは「Key word」に「apple」と入力し

て検索を行なった)。この画面で各案件の基本的な書誌情報等を確認することがで

きる。 

 ただし、5-1)の場合と異なり、各案件の個別ページは設けられていない。 
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②ウクライナにおいて有効な指定商品・役務を確認するサイト 

1) ウクライナ語によるニース分類 10（2014 年版） 

参照アドレス：http://nice102014.uipv.org/ 

 

 

 

 当該ウェブサイトではウクライナ語版のニース分類 10（2014 年版）が掲載されている。

ページ左側に記載の項目をクリックすると、それぞれのページに移動することができる。 

 掲載されている項目は以下の通り（上から順に記載）。 

 

 ・Загальні зауваження：一般的注釈 

 ・Перелік класів з пояснювальними  

примітками：類別表(注釈付き) 

 ・Заголовки класів：類見出し 

 ・Алфавітний перелік товарів：アルファベット順の商品リスト 

 ・Алфавітний перелік послуг：アルファベット順の役務リスト 

 ・Перелік товарів за класами：類別商品リスト 

 ・Перелік послуг за класами：類別役務リスト 

 ・Пошук：検索（詳しくは下記 2）を参照） 

http://nice102014.uipv.org/
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2）ウクライナ語による検索ツール 

参照アドレス：http://nice102014.uipv.org/search 

 所望の商品名又は役務名を、キーワードから（下記方法１）、又は、固有番号から（下

記方法２）検索することができる。 

 方法１：キーワードから検索する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 1： 

 検索窓①に、商品又は役務名に関するキーワードを、ウクライナ語、英語、又は

フランス語で入力し（ここでは英語で「Cosmetics」と入力）、検索ボタンをクリッ

クする。 

 なお、青枠内の類一覧において所望の類（複数選択可）をチェックすれば、当該

類に範囲を限定して検索を行うことができる。 

 青枠上部には、類を選択するためのボタン（下記参照）も用意されている。 

 ・товари：商品（１乃至３４類が選択される） 

 ・послуги：役務（３５乃至４５類が選択される） 

 ・всі：全て（全ての類が選択される） 

 ・очистити：解除（類の選択が解除される） 

http://nice102014.uipv.org/search
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手順 2： 

以下のように、キーワードを含む商品又は役務が検出される。 

検出された各商品又はサービス名の表示項目は以下の通り（左から順に記載）。 

・Кл.：類 

・Назва товару або послуги：商品又は役務名 

（上から順にウクライナ語、英語、フランス語の表記） 

・Базовий номер：ニース分類における固有番号 
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 方法２：固有番号から検索する。 

 

 

 

 

 

 

 

手順 1： 

 検索窓②に固有番号を入力し（ここでは 030065 と入力）、検索ボタンを 

クリックする。 

 検索対象とする類の選択については、上記方法１の手順１を参照。 
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手順 2： 

以下のように、固有番号に相当する商品又は役務が検出される。 

表示項目については上記方法１の手順２を参照。 
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